


大きな目標に向かって
　　　　　　　順調なスタート



品質の高位平準化目指し
　　　目揃え会通じて徹底的な話し合い
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※朝一番、午後一番の時間帯は混雑します。遅い時間帯が比較的スムーズに受付できます。
※更新手数料４２０円は、つり銭の無いようご協力をお願いします。
※上記の期日に申請することが難しい場合は、県税事務所にお問い合わせください。
※新型コロナウイルスによる感染症の拡大防止のため、マスクの着用及び体温測定のご協力をお願いします。
※発熱や風邪の症状がある方は、来場を見合わせるようお願いします。

注：  ①新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。
  ②令和３(2021) 年一括交付では、地方税法の規定により、農業等に係る免税制度については現在令和３年３月31日までの経過措置となっています。現時点では制度延長が未定のため、今 
 　回の一括交付で交付となる数量は前年度交付した1年間分と同数量が限度となります。したがって交付数量が増となる方について、増分の免税証の交付は制度延長決定以降になります。
  ③新規申請及び免税機械の追加や入替えをされる方は、機械を取得したことが確認できる書類（契約書・納品書・領収書等）を持参するか、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」をメモ等に　 
 　控えてきてください。
 ④国税及び地方税の滞納処分を受けられた方は、処分解除の日から２年を経過しなければ申請できません。
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令和３(2021) 年農業用免税軽油に係る申請についてのお知らせ

令和３(2021) 年
2月 3日（水），2月4日（木）
2月5日（金）,2月８日（月）
2月９日（火）,2月 10日 ( 水 )
2月 12日（金）,2月 15日（月）
2月16日（火）

2月17日（水）

2月18日（木）





1月19日（火）
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